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【診療報酬】 退院時共同指導料

2022年度改定の概要

2022年度改定 医科診療報酬
退院時共同指導料

（参考）調剤報酬
退院時共同指導料

主な改定内容

●「共同指導は対面で行う」ことの原則の見直し

●「3者以上の共同指導は関係者全員が入院
している医療機関において実施する」ことの原則
の見直し（多機関共同指導加算）

●「ビデオ通話が可能な機器」使用可能条件の見直し

●共同指導可能な入院中医療機関側の職種に
薬剤師等新たに6職種が追加

看護師等

管理栄養士 社会福祉士薬剤師

退院時共同指導料、多機関共同指導加算（3者以上の共同指導）とも条件なく
ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を実施できるようになりました

（参考）【調剤報酬】 退院時共同指導料

薬局
薬剤師

ビデオ通話が可能な機器も条件なく使用可になりました

6職種が追加されました

原則入院医療機関に赴く

or

医師

共同指導

対面 ビデオ通話が可能な機器

共同指導における連携対象
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理学療法士
（PT）

言語聴覚士
（ST）

作業療法士
（OT）
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退院時共同指導料改定の背景

中医協総会 令和3年12月8日 個別事項(その8)より抜粋・加工して作成
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患者数が減った
対面によるカンファレンスや会議等が減った

出勤できない職員が発生した
手術等の件数が減った

ICTの活用が進んだ
職員の勤務体制を変更する必要が生じた

メンタルヘルスに支障をきたす職員が発生した
職員を増員した

その他
院内保育が中止となった

院内保育施設が確保された
上記の何れもあてはまらない

無回答

新型コロナウイルス感染症拡大による医療従事者の働き方への影響（複数回答）n=477

2.2% 45.2% 18.3% 30.9% 3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ICTを用いたカンファレンスの実施状況の変化（n=1209）

減った 変わらない 増えた 実施していない 無回答

●新型コロナウイルス感染症拡大が医療従事者の働き方に与えた影響として、
「対面によるカンファレンスや会議等が減った」「ICTの活用が進んだ」等が挙げられています

●ICTを用いたカンファレンスの実施状況の変化は、「増えた」が18.3％となっています
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退院時共同指導料改定の背景

退院時薬剤情報管理指導料 退院時共同指導料2

対象患者 退院する患者又はその家族
入院患者で、退院後在宅での療養を行う患者

又は
患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者

主な違い

算定回数・点数 退院の日に１回に限り 90点 入院中１回に限り 400点

算定状況※ 225,924回 4,148回

・「退院時共同指導料２」の算定回数は、入院患者の退院に際して必要な指導を行う
「退院時薬剤情報管理指導料」の算定回数と比較して極端に少ない状況です
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退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導

病院医療従事者&在宅時医療従事者病院薬剤師

※令和3年度社会医療診療行為別統計より
極端に少ない…
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退院時共同指導料 点数概要
点数名 分類 点数 算定回数

退院時共同指導料１
（在宅療養担当医療機関）

「1」 在宅療養支援診療所の場合 1,500点 入院中1回に限り※１

「2」 1以外の場合 900点 入院中1回に限り※１

・初診料・再診料・外来診療料・開放型病院共同指導料(Ⅰ)・往診料・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・在宅患者訪問診療料（Ⅱ）は併算定不可

（患者が特別な管理を
要する状態等にあるとき） ┗ 特別管理指導加算 200点 所定点数に加算

入院中1回に限り※２

退院時共同指導料２
（入院医療機関）

（下記以外の場合） 400点 入院中1回に限り※１

┗入院医療機関の保険医
及び

在宅療養担当医療機関の保険医
が共同して指導を行った場合

300点
所定点数に加算
（多機関共同指導加算を算定
する場合は算定不可）

・開放型病院共同指導料（Ⅱ）は併算定不可
（３者以上と共同して指導
を行った場合） ┗多機関共同指導加算 2,000点 所定点数に加算

※１ 別に 厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、在宅療養担当医療機関の保険医又は当該保険医の指示を受けた看護師等が、当該患者が入院し
ている保険医療機関の保険医又は看護師等と１回以上共同して行う場合は、当該入院中２回に限り算定できる

※２ 厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に２回に限り算定できる

点数名（調剤報酬） 点数 算定回数
参考 退院時共同指導料 600点 入院中１回に限り※３

※３ 厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中に２回に限り算定できる

2022年度改定で、薬局薬剤師の共同指導対象
職種に医療機関の薬剤師等6職種追加

資料No.20221114-2022-p5
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薬剤師医師・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師

管理栄養士

社会福祉士

薬剤師

退院時共同指導料２ 算定イメージ

医師

ビデオ通話でも可

退院時共同指導料2算定

入院医療機関

在宅療養担当
医療機関

退院後在宅療養を行う予定の
入院中の患者

入院 在宅

・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師

社会福祉士

・保健師
・助産師
・看護師

カンファレンス

指示

指
示

保険薬局

薬局薬剤師

退院後の在宅での
療養上必要な説明及び指導

②共同して実施

①同意

③情報提供

（参考）調剤報酬
退院時共同指導料

②’医師同士が共同して実施
（所定点数に300点加算）

②‘医師同士が共同して実施
（所定点数に300点加算）
の場合、多機関共同指導加
算との併算定不可

文書

訪問看護ステーション

管理
栄養士

・理学療法士（PT）
・作業療法士（OT）
・言語聴覚士（ST）

・理学療法士（PT）
・作業療法士（OT）
・言語聴覚士（ST）

・理学療法士（PT）
・作業療法士（OT）
・言語聴覚士（ST）

指
定

資料No.20221114-2022-p6
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退院時共同指導料２
の算定要件には
共同指導の対象として
記載はされていません



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2022 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.7

退院時共同指導料 対象患者

・他の保険医療機関
・社会福祉施設
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない

医療機関に入院中の患者で、退院後在宅での療養を行う患者

（退院時共同指導料は、患者の家族等退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定可）

退院時共同指導料 対象患者

１ 末期の悪性腫瘍の患者（在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く）

２ ⑴であって、⑵または⑶の状態である患者
⑴ ・在宅自己腹膜灌流指導管理 ・在宅血液透析指導管理 ・在宅酸素療法指導管理

・在宅中心静脈栄養法指導管理 ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理 ・在宅人工呼吸指導管理
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理 ・在宅自己疼痛管理指導管理 ・在宅肺高血圧症患者指導管理
・在宅気管切開患者指導管理 を受けている状態にある患者

⑵ ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
⑶ 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある患者

３ 在宅での療養を行っている者であって、高度な指導管理を必要とするもの

退院時共同指導料を2回算定できる患者 当該2回中1回はそれぞれの保険医、看護師
等と共同して指導する

資料No.20221114-2022-p7
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入退院支援加算を算定する患者において算定対象となる退院後の療養先
退院後に
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護老人福祉施設（ 地域密着型介護老人福祉施設を含む。）
・特定施設（地域密着型特定施設を含む。）
・障害者支援施設（生活介護を行う施設又は自立訓練（機能訓練）を行う施設に限る）
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
（介護施設等）に入所する患者も算定対象となる

当該保険医療機関に併設する介護施設等に入所する場合は
算定不可

併設

当該医療機関

退院時共同指導料2
（入退院支援加算を算定する患者に関する要件）

入退院支援加算を算定する患者にあっては以下の場合に算定

入退院支援加算を
算定する患者

入院医療機関

・疾患名
・退院基準
・退院後に必要とされ
る診療等の療養に必
要な事項

退院支援計画
説明、文書により提供

在宅療養担当
医療機関

策定

共有
地域連携診療計画と同等の事項に加えて退院後の在宅又は介護施設等での療養上必要な指導を行うために必要な看護及び栄養管理の状況等の情報
を当該患者及び家族文書で説明し、退院後の治療等を担う他の保険医療機関のほか、訪問看護ステーション、介護施設等と共有する

別紙様式50 「を要参考

資料No.20221114-2022-p8
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多機関共同指導加算（退院時共同指導料２）算定要件

医師

・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師 医師

退院時共同指導料2算定
多機関共同指導加算算定

入院医療機関

在宅療養担当医療機関

入院 在宅

・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師

歯科医師 歯科衛生士

指示

退院時共同指導料２の対象職種とは異なっている
（青字追加・社会福祉士、管理栄養士は記載無し）

退院時共同指導料２の対象職種とは
異なっている

介護支援等連携指導料は、「併算定不可」

医師同士が共同して指導を行った場合
（300点加算）との併算定はできない

ビデオ通話でも可

退院後在宅療養を行う予定の
入院中の患者

カンファレンス

退院後の在宅での
療養上必要な説明及び指導

②共同して実施

文書

い
ず
れ
か
３
者
以
上

資料No.20221114-2022-p9
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（所定点数に2000点加算）

③情報提供

①同意

薬局薬剤師

訪問看護ステーション

看護師等

・介護支援専門員
・相談支援専門員

・理学療法士（PT）
・作業療法士（OT）
・言語聴覚士（ST）

薬局



日医工MPS

Copyright Ⓒ 2022 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.10

診療録

文書

記録

指導内容等について、要点を診療録に記載し、又は患者若しくはその家族等に提供した文書の写しを診療録等に添付

退院時共同指導料 その他の算定要件

指導内容等
の要点

記載

写しを添付

退院時共同指導と多機関共同指導加算にてビデオ通話を利用する場合

・患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること

・保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末にお
いて共同指導を実施する場合には、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
に対応していること

「医療情報システムの安全管理に関するGL」

資料No.20221114-2022-p10
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（例）

同一日中

薬剤師単独による退院時薬剤指導薬剤師を除いた職種で共同指導

特定の職種が指導等を行い
退院時共同指導料２を算定した場合

同一日に退院時共同指導料２と「退院時薬剤情報管理指導料」又は「退院時リハビリテーション指導料」を算定した場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に、共同指導を行った者の職種及び年月日を記載する

退院時共同指導料 算定要件
（その他の併算定不可のもの）

指導等 退院時共同指導料２ 退院時リハビリテーション指導料

同日の算定不可算定

薬剤師

指導等 退院時共同指導料２

算定

退院時薬剤情報管理指導料

同日の算定不可

・理学療法士（PT）
・作業療法士（OT）
・言語聴覚士（ST）

資料No.20221114-2022-p11
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退院時共同指導料２ 退院時薬剤情報管理指導料

後

ー明細書ー

【摘要欄】
退院時共同指導料２
〇年〇月〇日
医師、看護師 にて指導
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退院時共同指導料まとめ

●新型コロナウイルス感染症拡大が医療従事者の働き方に与えた影響として、
「対面によるカンファレンスや会議等が減った」「ICTの活用が進んだ」等が挙げられています

●「退院時共同指導料２」の算定回数は、入院医療機関が入院中の患者に対し退院に
際して必要な指導を行う「退院時薬剤情報管理指導料」の算定回数と比較して極端に
少ない状況でした

●2022年度改定によって、要件なくビデオ通話が可能な機器による共同指導が認められ、
退院時共同指導料、3者以上の参加を要件とする多機関共同指導加算が算定しやす
くなりました

●薬局薬剤師による退院時共同指導（調剤報酬）の連携対象として病院薬剤師が追
加となり、またビデオ通話による共同指導が認められたことで、退院時の薬薬連携の増加
が期待されています

資料No.20221114-2022-p12
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